
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
が

述
べ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
元
年
七
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
坊
城
店

所
在
地

橿
原
市
東
坊
城
町
三
四
七
番
一
ほ
か

二

述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

東
坊
城
町
出
垣
内
二
区
自
治
会

区
長

１

市
道
二
六
号
線
は
里
道
で
あ
る
が
、
計
画
地
の
北
東
部
の
敷
地
端
ま
で
擁
壁
、
フ
ェ
ン
ス
等

が
作
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
北
側
に
並
ぶ
住
宅
横
へ
の
道
路
（
里
道
・
二
項
道
路
）
へ
の
自
動
車

の
進
入
及
び
北
側
に
隣
接
す
る
住
宅
の
自
動
車
の
出
入
り
が
困
難
と
な
る
こ
と
か
ら
、
今
ま
で

ど
お
り
、
通
行
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
道
幅
を
確
保
す
る
よ
う
に
地
元
へ
の
配
慮
を
し
て
い
た

だ
き
た
い
。
住
民
の
高
齢
化
も
進
ん
で
お
り
、
自
動
車
の
出
入
り
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
、

生
活
が
著
し
く
脅
か
さ
れ
、
死
活
問
題
と
な
り
か
ね
な
い
。

２

緊
急
自
動
車
等
が
進
入
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
よ
る
影
響
も
懸
念
さ
れ
る
。
従
来
ど
お
り
の

自
動
車
の
通
行
が
で
き
る
よ
う
に
、
擁
壁
、
フ
ェ
ン
ス
等
の
位
置
を
下
げ
る
よ
う
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
産
業
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー

四

縦
覧
期
間

令
和
元
年
七
月
三
十
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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